
貨物自動車に係る運転免許制度の在り方に関する
有識者検討会設立趣旨書

貨物自動車に係る交通事故防止を図るため、平成16年の道路交通
法改正により導入された中型免許制度は、平成19年６月に施行され
６年が経過した。
この間、我が国の交通死亡事故については大きく減少しており、

中型自動車についても一定の安全運転確保の効果が見られる。しか
しながら、第９次交通安全基本計画で定めた目標「平成27年までに
24時間死者数を3,000人以下」、「平成27年までに死傷者数を70万人
以下」を達成するためには、より一層の取り組みが求められる。

その様な観点でみると、貨物自動車を中心とする車両総重量がよ
り重い車両の方が、一般的な乗用車に比べ、死亡事故発生の頻度が
未だ高いと言わざるを得ず、対応を求められるところである。

他方、中型免許制度が交通事故抑止に一定の効果を上げているも
のの、近年、貨物自動車を取り巻く情勢の変化により、集配等で利
用頻度の高い物流の中心的な立場にある積載量２ｔの貨物自動車
が、保冷設備等の架装により、車両総重量が５ｔを超えてしまうこ
とが多くなっており、中型免許の取得可能年齢が20歳であることか
ら、同車両を高卒者が直ちに運転することができないため、高卒者
の就職にも影響を及ぼしているという声があがるなど、制度と我が
国で運転されている自動車の実態との間にギャップが生じていると
の指摘がある。

本検討会は、上記のような現状を踏まえ、中型免許制度導入後の
安全面での効果検証を行うとともに、車両重量等に対応して必要と
される運転技能、諸外国の貨物自動車免許制度の動向等を把握し、
現在の貨物自動車に係る運転免許制度の課題を明らかにしつつ、よ
り安全で、かつ、我が国内で運転されている自動車の実態に即した
運転免許制度の在り方について検討を行い、提言を策定することを
目的として開催するものである。
なお、本検討会の事務局は、警察庁交通局運転免許課に置くこと

とする。


